
江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱 

平成２６年７月１日 

２６江都地第２４１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、不燃化特区内において、老朽化した建築物の建替え、除

却、住替え等を行う者に対し、その経費の一部を助成することによって、災

害に強い街の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 不燃化特区 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成２５年３月

２９日２４都市整防第５９８号）の規定に基づき、東京都が指定した江東

区内の不燃化推進特定整備地区をいう。 

(2) 整備地域 東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）第

１３条第１項の規定に基づき定める防災都市づくりに関する計画において

東京都が指定した整備地域をいう。 

(3) 土地所有者等 不燃化特区内において、土地の所有権又は建物の所有を

目的とする賃借権若しくは地上権を有する者で次に掲げるものをいう。 

ア 個人（相続の未了により除却する建築物の所有者と土地所有者等が異

なる場合は、民法（明治２９年法律第８９号）第８８６条から第８９５

条までに規定する相続人の資格を有し、かつ、土地の所有権又は建物の

所有を目的とする賃借権若しくは地上権を相続することについて他の相

続人の同意を得た者。以下同じ。） 

イ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定す

る中小企業者 

ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８

号）第２条第１号に規定する一般社団法人等 

エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法

律第４９号）第２条第１号に規定する公益社団法人又は同条第２号に規

定する公益財団法人 



オ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定

する特定非営利活動法人、同条第３項に規定する認定特定非営利活動法

人又は同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法人 

カ アからオまでに掲げるもののほか、区長が認める者 

(4) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第２条第１号に規定する建築物をいう。 

(5) 共同住宅等 共同住宅及び長屋（重層長屋を含む。）をいう。 

(6) 共同化 土地所有者等が建築物を一の共同住宅等に建て替えることをい

う。 

(7) 耐火建築物等 法第５３条第３項第１号イに規定する耐火建築物等をい

う。 

(8) 準耐火建築物等 法第５３条第３項第１号ロに規定する準耐火建築物等

をいう。 

(9) 防災上有効な空地 区長が延焼防止上有効な更地として認めた土地をい

う。 

(10) 木造建築物等 耐火建築物等及び準耐火建築物等以外の建築物をいう。 

(11) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、

若しくは独立して生計を営む単身者をいう。 

(12) 親世帯と子世帯等の多世帯 それぞれの世帯の世帯員に、二親等内の直

系血族又は二親等内の直系姻族である者がいる世帯をいう。 

（助成対象事業） 

第３条 助成対象事業は、不燃化特区内において実施する次に掲げる事業とす

る。 

(1) 戸建建替え及び共同建替え促進事業 

(2) 老朽建築物除却事業 

(3) 住替え支援事業 

（助成対象建築物） 

第４条 助成対象建築物は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める

要件を全て満たす建築物とする。 

(1) 戸建建替え及び共同建替え促進事業 次に掲げる要件 



ア 建替え前の建築物が、耐用年限（減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表第１に定める耐用年数をいう。

以下同じ。）の３分の２を経過している建築物又は災害その他の理由に

よりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物であること。 

イ 建替え後の建築物が、別表第１に掲げる要件を全て満たすこと。 

ウ 建築物が次の要件のいずれにも該当しないこと。 

(ｱ) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第６項に定める都

市計画施設の区域内にある建築物であること。 

(ｲ) 市街地再開発事業等（予定を含む。）の計画区域として区長が認め

る区域内にある建築物であること。 

(ｳ) 建替え後の建築物が居住の用に供さない建築物であること。 

エ 建築工事費の助成を申請する場合は、建替え前の建築物及び建替え後

の建築物が次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。 

(ｱ) 建替え前の建築物が木造建築物等であり、建替え後の建築物が耐火

建築物等又は準耐火建築物等であること。 

(ｲ) 建替え前の建築物が準耐火建築物等であり、建替え後の建築物が耐

火建築物等であること。 

オ 別表第２に定める親世帯と子世帯等の多世帯が同居するための建替え

加算を申請する場合は、当該建築物に係る親世帯の居住に要する床面積

が２０平方メートル以上であること。 

(2) 老朽建築物除却事業 建築物が次の要件のいずれかに該当すること。 

ア 除却前の建築物が、耐用年限の３分の２を経過している建築物又は災

害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物で

あること。 

イ 区の調査によって危険であると認められ、適正管理がなされていない

建築物であること。 

ウ 区長が特に必要と認める建築物であること。 

(3) 住替え支援事業 次に掲げる要件 

ア 住替え前の建築物が、耐用年限の３分の２を経過している建築物又は

災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物



であること。 

イ 住替え前の建築物が、前号の要件のいずれかに該当する建築物であっ

て、住替え後に除却を行うものであること。 

ウ 住替え先の建築物（以下「住替え先建築物」という。）が、不燃化特

区及び整備地域における前号の要件のいずれにも該当しない建築物であ

ること。 

（助成対象者） 

第５条 助成対象者は、次の各号に掲げる助成対象事業に応じ、当該各号に定

める要件を全て満たす者とする。 

(1) 戸建建替え及び共同建替え促進事業 次に掲げる要件とする。ただし、

建替え前の建築物について第７条第２項に規定する申請を行っている者に

は、次に掲げる要件に加え、建替え前の建築物除却後５年以内に戸建建替

え及び共同建替え促進事業について第１２条の交付決定通知を受けること

を要件とする。 

ア 建物所有者かつ土地所有者等であること。 

イ 住民税（法人にあっては、法人住民税）を滞納していないこと。 

(2) 老朽建築物除却事業 前号の要件とする。 

(3) 住替え支援事業 次に掲げる要件とする。 

ア 前条第３号ア及びイの要件を満たす住替え前の建築物（以下「住替え

支援対象建築物」という。）の除却に伴い住替え先建築物への移転を行

う建物賃借人又は借地上の建物所有者である個人であること。 

イ 第７条に規定する助成対象の確認の申請日までに住替え支援対象建築

物に１年以上居住していること。 

ウ 住民税を滞納していないこと。 

（助成対象経費及び助成金の額） 

第６条 助成対象経費及び助成金の額は、別表第２のとおりとし、予算の範囲

内で交付する。 

２ 助成金の額は１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。 

３ 助成対象者が、国、東京都又は区から同種の補助金の交付を受けている場



合は、助成金の額から当該補助金の額を控除する。 

（助成対象の確認） 

第７条 戸建建替え及び共同建替え促進事業の助成を受けようとする者は、法

第６条第１項及び法第６条の２第１項に規定する確認申請を提出する日又は

建築物の除却工事に着手する日の原則１月前までに、江東区不燃化推進特定

整備事業助成対象確認申請書（別記第１号様式。以下「確認申請書」とい

う。）に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、建

替え前の建築物について次項に規定する申請を行っている者（建築工事費の

助成を申請する者を除く。）は、建替え後の建築物の工事に着手する日の原

則１月前までに、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 建築物の現況写真 

(2) 固定資産税若しくは都市計画税課税明細書の写し若しくは地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第３８７条第１項に規定する土地名寄帳及び家

屋名寄帳の写し又は同法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳の写

し 

(3) 建築計画図 

(4) 工程表 

(5) 建物所有者かつ土地所有者等であることを証明する書類 

(6) 建築物除却費、建築設計費及び工事監理費の見積書の写し（ただし、建

替え前の建築物について次項の申請を行っている場合は、建築物除却費の

見積書の写しを除く。） 

(7) 住民税納税証明書若しくは非課税証明書又は法人住民税納税証明書の写

し 

(8) 地区計画の区域内における行為の届出書の写し 

(9) 建築工事費の助成を申請する場合にあっては、建替え前の建築物が耐火

建築物等、準耐火建築物等又は木造建築物等のいずれかであることが分か

る書類 

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 老朽建築物除却事業の助成を受けようとする者は、原則として建築物の除

却工事に着手する日の１月前までに、確認申請書に次に掲げる書類を添えて、



区長に申請するものとする。 

(1) 建築物の現況写真 

(2) 固定資産税若しくは都市計画税課税明細書の写し若しくは地方税法第３

８７条第１項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳の写し又は同法第３８

２条の２に規定する固定資産課税台帳の写し 

(3) 工程表 

(4) 建物所有者かつ土地所有者等であることを証明する書類 

(5) 老朽建築物除却費の見積書の写し 

(6) 住民税納税証明書若しくは非課税証明書又は法人住民税納税証明書の写

し 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

３ 住替え支援事業の助成を受けようとする者（以下この項及び第１１条にお

いて「住替え確認申請者」という。）は、住替え支援対象建築物の除却工事

に着手する日の原則１月前までに、確認申請書に次に掲げる書類を添えて、

区長に申請するものとする。 

(1) 住替え支援対象建築物の賃貸借契約書（住替え確認申請者が借地上の建

物所有者である場合は、住替え支援対象建築物の土地に関する賃貸借契約

書。以下同じ。）の写し 

(2) 住替え先建築物の要件を満たすことが分かる資料又は建築確認台帳記載

事項証明書 

(3) 住替え支援対象建築物及び住替え先建築物の場所が分かる地図 

(4) 住民税納税証明書又は非課税証明書の写し 

(5) 住替え確認申請者の住民票の写し 

(6) 住替え支援対象建築物の所有者（当該申請前に戸建建替え及び共同建替

え促進事業又は老朽建築物除却事業の確認の申請をした者を除く。）によ

る江東区不燃化推進特定整備事業移転計画書（別記第１６号様式）及び次

の書類 

ア 建築物の現況写真 

イ 固定資産税若しくは都市計画税課税明細書の写し若しくは地方税法第

３８７条第１項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳の写し又は同法第



３８２条の２に規定する固定資産課税台帳の写し 

ウ 建物所有者等であることを証明する書類 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

４ 区長は、前３項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは江東区不燃化推進特定整備事業助成対象確認通知書（別記

第２号様式。以下「確認通知書」という。）により、不適当と認めるときは

江東区不燃化推進特定整備事業助成非対象確認通知書（別記第３号様式）に

より、確認申請者に通知する。 

（取下げ） 

第８条 前条第４項の規定により助成対象の確認を受けた者（以下「助成対象

確認者」という。）は、前条の規定による通知に係る助成金の交付条件の内

容に対して不服があり、助成対象の確認申請を取り下げようとするときは、

通知を受けた日から１４日以内に、江東区不燃化推進特定整備事業取下げ届

書（別記第４号様式）により、区長に届け出なければならない。 

（変更の申請及び承認） 

第９条 助成対象確認者は、第７条第１項から第３項までの規定による申請の

内容を変更しようとするときは、速やかに江東区不燃化推進特定整備事業内

容変更承認申請書（別記第５号様式。以下「変更申請書」という。）に必要

な書類を添えて、区長に申請し、その承認を得なければならない。 

２ 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは江東区不燃化推進特定整備事業内容変更承認通知書（別記第６号

様式）により、不適当と認めるときは江東区不燃化推進特定整備事業内容変

更不承認通知書（別記第７号様式）により、当該助成対象確認者に通知する。 

（中間検査等） 

第１０条 区長は、助成対象建築物の除却又は建替え工事の着工から完了まで

の間において、必要に応じて助成対象確認者に対し、指導及び助言を行うと

ともに、当該助成対象建築物の敷地又は当該建築物に立ち入り、中間検査を

行うことができる。 

２ 区長は、前項に規定する中間検査により当該助成対象建築物が確認申請の

内容と異なっていることが判明した場合は、助成対象確認者に対し、是正の



指示を行う。 

３ 前項の指示を受けた助成対象確認者は、区長に是正内容の報告をしなけれ

ばならない。 

（助成金の交付申請） 

第１１条 助成金の交付を受けようとする戸建建替え及び共同建替え促進事業

の助成対象確認者は、工事が完了したときは、速やかに江東区不燃化推進特

定整備事業助成金交付申請書（別記第８号様式。以下「交付申請書」とい

う。）に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 除却工事契約書及び建築設計契約書の写し（ただし、建替え前の建築物

について次項の申請を行っている場合は、除却工事契約書の写しを除く。） 

(2) 建築物除却費、建築設計費及び工事監理費の請求書及び領収書の写し

（ただし、建替え前の建築物について次項の申請を行っている場合は、建

築物除却費の請求書及び領収書の写しを除く。） 

(3) 建築確認申請書の写し及び添付図面一式 

(4) 建築士法施行規則（昭和２５年建設省令第３８号）第１７条の１５に規

定する工事監理報告書の写し 

(5) 建築物除却後の敷地の写真及び工事完成後の建築物の写真（カラーのも

のであって、４方向以上から撮影したものであること。ただし、建替え前

の建築物について次項の申請を行っている場合は、建築物除却後の敷地の

写真を除く。） 

(6) 閉鎖事項証明書（ただし、建替え前の建築物について次項の申請を行っ

ている場合を除く。） 

(7) 登記事項証明書 

(8) 検査済証の写し 

(9) 別表第２に定める親世帯と子世帯等の多世帯が同居するための建替え加

算を申請する場合にあっては、助成対象確認者と二親等内の直系血族又は

二親等内の直系姻族である者が同居していることが分かる住民票の写し

（ただし、助成対象確認者又は助成対象確認者と同居する二親等内の直系

血族又は二親等内の直系姻族の者が６０歳以上の場合に限る。） 

(10) 別表第２に定める親世帯と子世帯等の多世帯が同居するための建替え加



算を申請する場合にあっては、建替え後の建築物に助成対象確認者と同居

する者が、二親等内の直系血族又は二親等内の直系姻族であることを証明

する書類（ただし、助成対象確認者又は助成対象確認者と同居する二親等

内の直系血族又は二親等内の直系姻族の者が６０歳以上の場合に限る。） 

(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 助成金の交付を受けようとする老朽建築物除却事業の助成対象確認者は、

工事が完了したときは、速やかに交付申請書に次に掲げる書類を添えて、区

長に申請するものとする。 

(1) 除却工事契約書の写し 

(2) 老朽建築物除却費の請求書及び領収書の写し 

(3) 建築物除却後の敷地の写真（カラーのものであって、４方向以上から撮

影したものであること。） 

(4) 閉鎖事項証明書 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

３ 助成金の交付を受けようとする住替え支援事業の助成対象確認者は、除却

工事が完了したときは、速やかに交付申請書に次に掲げる書類を添えて、区

長に申請するものとする。 

(1) 住替え先建築物の賃貸借契約書の写し 

(2) 住替え確認申請者の住替え先の住民票の写し 

(3) 不動産仲介手数料、礼金、権利金等転居一時金の契約書等の写し 

(4) 不動産仲介手数料、礼金、権利金等転居一時金の請求書及び領収書の写

し 

(5) 引越し業者、自動車運送業者、レンタカー等住居用家財移転費用の契約

書等の写し 

(6) 引越し業者、自動車運送業者、レンタカー等住居用家財移転費用の請求

書及び領収書の写し 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第１２条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及

び現地調査等を実施し、助成金の交付の適否及び交付すべき助成金の額を決



定し、江東区不燃化推進特定整備事業助成金交付決定通知書（別記第９号様

式）により、当該助成対象確認者に通知する。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。 

（是正のための措置） 

第１３条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査等の結果、助成対象事

業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認

めるときは、当該助成事業につき、これに適合させるための処置をとるべき

ことを命ずることができる。 

（助成金の交付請求） 

第１４条 第１２条の規定により交付決定を受けた助成対象確認者（以下「助

成決定者」という。）は、江東区不燃化推進特定整備事業助成金交付請求書

兼口座振替依頼書（別記第１０号様式）により、区長に助成金を請求するも

のとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成決定者に対し、速や

かに助成金を交付する。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 正当な理由がなく工事を中止し、又は廃止したとき。 

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は交付決定に基づ

く命令に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、江東区不燃化推進特定整備事業助成金交付決定取消通知書（別記第

１１号様式）により、速やかに当該助成決定者に通知する。 

（助成金の返還） 

第１６条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成

金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 



２ 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

に定めるところによる。 

（減免対象となる建築物の認定） 

第１７条 東京都知事に対し、不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に

対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱（平成２５年６月２６日２５主

税税第１２４号）第５第１号に規定する固定資産税及び都市計画税の減免申

請を行うために、同要綱第５第２号に規定する区長が証する書類の交付を受

けようとする者（以下この条及び次条において「認定申請者」という。）は、

建築物を除却する前に、江東区不燃化推進特定整備事業老朽建築物認定申請

書（別記第１２号様式）に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

ただし、老朽建築物除却事業の助成対象確認者は、確認申請書の提出をもっ

て、これに代えることができる。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、除却

する建築物が第４条第２号に掲げる要件に適合することを確認したときは、

江東区不燃化推進特定整備事業老朽建築物認定結果通知書（別記第１３号様

式）により、認定申請者に通知する。ただし、老朽建築物除却事業の助成対

象確認者は、確認通知書をもって、これに代えることができる。 

（防災上有効な空地の適正管理の証明） 

第１８条 前条第２項に規定する通知を受けた認定申請者のうち、当該建築物

を除却し、固定資産税及び都市計画税の賦課期日（除却を完了した年の翌年

の１月１日）以降も除却後の土地を防災上有効な空地として適正に管理して

いる証明を受けようとする者は、江東区不燃化推進特定整備事業老朽建築物

除却後の土地に係る適正管理証明申請書（別記第１４号様式）に必要な書類

を添えて、区長に申請するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、防災

上有効な空地として適正に管理していることを確認したときは、江東区不燃

化推進特定整備事業老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書（別記第

１５号様式）を前項の規定による申請を行った認定申請者に交付する。ただ

し、建築物除却後の土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合



は、この限りでない。 

(1) 土地所有者等が管理することを区長が認定していない場合 

(2) 当該土地を用いて収益を得ている場合 

（処分の制限） 

第１９条 助成決定者は、当該助成対象事業により取得し、又は効用を増加し

た土地及び建築物を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受

けなければならない。 

（委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱（以下

「改正後要綱」という。）の規定は、令和３年７月１日以降に助成対象の確

認を受けた者について適用し、同日前に助成対象の確認を受けた者について

は、なお従前の例による。 

３ この規程による改正後要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。

ただし、同日までに行われた改正後要綱第１４条第１項に規定する請求に係

る事案及び改正後要綱第１８条第１項に規定する申請に係る事案については、

同日後もなおその効力を有する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱（以下

「改正後要綱」という。）は、令和６年４月１日以後に助成対象の確認を受

けた者について適用し、同日前に助成対象の確認を受けた者については、な



お従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱の規定は、

令和８年４月１日以後に助成対象の確認を受けた者について適用し、同日前

に助成対象の確認を受けた者については、なお従前の例による。 

（江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱の一部改正） 

３ 江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱（令和３年６月３０日３江都地第

２９８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に改め

る。 

別表第１（第４条関係） 

区分 建替え後の建築物の要件 

戸建

建替

え 

１ 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 

２ 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであ

ること。 

３ 建築物の形状、外壁等の色彩が周辺の住環境に配慮したものであ

ること。 

４ 地区計画等が策定されている場合は、その計画を満たすものであ

ること。 

５ 相隣紛争が生じないよう近隣との調整を図り、建設されたもので

あること。 

共同

建替

え 

１ 共同化により建設された共同住宅等であること。 

２ 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 

３ 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであ

ること。 

４ 建築物の形状、外壁等の色彩が周辺の住環境に配慮したものであ



ること。 

５ 地区計画等が策定されている場合は、その計画を満たすものであ

ること。 

６ 相隣紛争が生じないよう近隣との調整を図り、建設されたもので

あること。 

別表第２（第６条関係） 

助成対象経費の区

分 

助成対象経費の内容 助成金の額 助成金の

上限額 

戸建建

替え促

進事業 

建築物除却

費 

建築物及びこれに附属す

る工作物の解体除却工事

費用 

除却後の敷地の整地費用 

助成対象経費の実出

費額と２３，０００

円に除却を行う建築

物の延べ床面積を乗

じて得た額のうち、

いずれか少ない額 

２３０万

円

建築設計費 建替えに伴って必要な建

築設計（住宅性能表示制

度の評価を受けるために

要した費用及び長期優良

住宅建築等計画の認定の

ために要した費用を除

く。）に要する費用 

助成対象経費の１０

０分の４５以内の額 

５０万円

工事監理費 建替えに伴って必要な工

事監理に要する費用 

助成対象経費の１０

０分の４５以内の額 

４０万円

建築工事費 ― 東京都防災密集地域

総合整備事業補助金

交付要綱（平成１８

年３月３１日付１７

都市整防第８０９

号。以下「密集交付

― 



要綱」という。）別

表１１―１から１１

―３まで（別表第１

１―１及び１１―２

の表題中「木造」と

あるのは、「木造建

築物等」に読み替え

る。）に掲げる補助

対象床面積（地上１

階から３階までの床

面積の合計をいう。

以下同じ。）に応

じ、同表に定める金

額に２分の１を乗じ

て得た額 

 親世帯と子

世帯等の多

世帯が同居

するための

建替え加算 

― １００万円― 

共同建

替え促

進事業 

建築物除却

費 

建築物及びこれに附属す

る工作物の解体除却工事

費用 

除却後の敷地の整地費用 

助成対象経費の実出

費額と２３，０００

円に除却を行う建築

物の延べ床面積を乗

じて得た額のうち、

いずれか少ない額 

１棟当た

り２３０

万円 

建築設計費 建替えに伴って必要な建

築設計（住宅性能表示制

度の評価を受けるために

助成対象経費の１０

０分の４５以内の額 

１００万

円



要した費用及び長期優良

住宅建築等計画の認定の

ために要した費用を除

く。）に要する費用 

工事監理費 建替えに伴って必要な工

事監理に要する費用 

助成対象経費の１０

０分の４５以内の額 

８０万円

建築工事費 ― 密集交付要綱別表１

１―１から１１―３

まで（別表第１１―

１及び１１―２の表

題中「木造」とある

のは、「木造建築物

等」に読み替え

る。）に掲げる補助

対象床面積に応じ、

同表に定める金額に

２分の１を乗じて得

た額 

― 

 親世帯と子

世帯等の多

世帯が同居

するための

建替え加算 

― １００万円 ―

老朽建

築物除

却事業 

老朽建築物

除却費 

老朽建築物及びこれに附

属する工作物の解体除却

工事費用 

除却後の敷地の整地費用 

助成対象経費の実出

費額と２３，０００

円に除却を行う建築

物の延べ床面積を乗

じて得た額のうち、

いずれか少ない額 

２３０万

円



住替え

支援事

業 

転居一時金 住替え先建築物に係る賃

貸借契約時に要する不動

産仲介手数料、礼金及び

権利金（住替え先建築物

が民間賃貸住宅の場合に

限る。） 

助成対象経費の実出

費額 

住替え人

数が１人

の場合 

１３６，

０００円 

住替え人

数が２人

以上の場

合 １６

３，００

０円 

住居用家財

移転費 

住替え支援対象建築物の

除去に伴う住替え先建築

物への移転に伴って必要

な住居用家財の運搬等に

要する費用（１回分に限

る。） 

助成対象経費の実出

費額 

住替え人

数が１人

の場合 

９９，０

００円 

住替え人

数が２人

以上の場

合 １１

３，００

０円 

家賃 賃貸住宅の賃借料の３か

月相当分（住替え先建築

物が民間賃貸住宅の場合

に限る。） 

助成対象経費の実出

費額 

住替え人

数が１人

の場合 

２００，

０００円 

住替え人

数が２人



以上の場

合 ２４

０，００

０円 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


